
   

件名 

湖西市再生エネルギー発電設備の適正な設置に関する条例

の施行状況について 

令和７年２月17日 

環境部 環境課 環境係 

 

１．湖西市再生可能エネルギー発電設備の適正な設置に関する条例について 

  

  本条例は、湖西市における再生可能エネルギー発電設備（太陽光・風力）の設置について 

必要な事項を定めることにより、災害の発生の防止並びに自然環境及び生活環境の保全を図る 

ことを目的とし、令和4年より施行した。 

 

２．条例施行状況 

 

（1）設置届出 

  ・届出されている発電施設数・・・・362件 

       

（2）稼働状況報告 

  再エネ条例では、発電設備は適正に運転・管理されているか把握するため、事業者に

対して、年に 1回稼働状況及び保守点検の維持管理の実施状況の報告を求めている。 

   ・対象設備数・・・362件 

内、報告済の発電施設数・・・286件（紙媒体：219件、電子媒体 67件） 

   未報告の発電施設数・・・ 76件 【報告率：79.0％（2/12時点）】 

 

３．地域住民への対応 

 

  事業者はあらかじめ事業の周知と理解を得るために、地域住民等に対して説明会を開催 

しなければならないと市の条例で定めている。しかし、説明内容には専門的な用語等が多く、

地域住民にとって理解しにくい部分が多い。 

 

→事業者から説明会開催の要望、開催場所や日時について相談があった場合は調整をお願 

いするとともに、環境課にて作成した「質問例集」を参考に、ささいなことでも懸念事項 

などがあれば説明会時に事業者へ伝えるよう周知を図った。（資料は裏面参照） 

 

 

→裏面に続く 

 

 
 
 



   

 

環境課にて作成した 

「質問例集」 



 

令和７年度 廃食用油の回収方法の変更について 

（湖西市環境課） 

１ 概要 

 湖西地区と新居地区で異なる廃食用油の回収方法について、令和 7年 4月より、既存の公共施設回収拠点

（8箇所）および新規民間回収拠点（2箇所）での回収に統一する。 

 

２ 現在の回収方法および回収拠点 

地区 回収方法 回収拠点 

湖西地区 
回収拠点に設置された専用容器

に廃食用油（中身のみ）を入れる 

【公共施設回収拠点（8箇所）】 

環境ｾﾝﾀｰ、市役所、新居地域ｾﾝﾀｰ、西部地域ｾﾝﾀｰ、北部多目

的ｾﾝﾀｰ、南部構造改善ｾﾝﾀｰ、はつらつｾﾝﾀｰ、湖西浄化ｾﾝﾀｰ 

新居地区 
①上記、公共施設回収拠点 

②月 1回のごみステーション（225箇所のうち 86箇所） 

 

３ 変更内容 

変更項目 変更前 変更後 

廃食用油の回収方法 廃食用油の中身のみ ペットボトルまたは油容器に入った状態で回収 

新居地区の 

回収拠点の変更 

公共施設回収拠点および月１回

のごみステーションでの回収 

・ごみステーション回収の廃止 

・公共施設回収拠点および民間回収拠点 

 ①ファミリープラザあらい（湖西市新居町新居 745-1） 

 ②ENEOS浜名湖 SS（湖西市新居町新居 3380-509） 

 

参考資料 

１ 現状の回収状況 回収拠点に設置している容器に油を移し入れる。 

湖西地区 新居地区 

公共施設回収拠点での回収 

 

ごみステーションでの回収 

 

公共施設回収拠点での回収 

 

 

２ 今後の回収方法（イメージ） 回収容器のまま、回収箱へ入れる。 

（１）回収容器 

 

（2）回収箱の中 

 

 

 

 

以上 



   

件名 

ゼロカーボンシティへの取組状況について 

令和７年２月17日 

環境部 環境課脱炭素推進室 

 

１．湖西市気候変動適応計画の策定 

 

気候変動問題の解決に向けた地球温暖化対策は、「緩和」と「適応」の両輪により進めていくこ

とが重要とされている。本市における地球温暖化の「緩和策」に関する取組を示した「湖西市地球

温暖化対策実行計画」とは別に、「適応策」の取組を推進するための計画として、「湖西市気候変動

適応計画」を策定した。  

 

  ・詳細は別冊のとおり 

 

 

２．エネルギー・食料品価格等物価高騰対策について(中小企業者等の省エネ設備導入支援事業) 

 

原油価格や物価高騰に直面した中小企業等を対象に、既存事業用設備の省エネルギー設備への

更新を支援し、光熱水費節減による経済負担の軽減のほか、エネルギー消費量の節減による脱炭

素の取組の推進を図る。 

 

(1)概要 

・対 象 者 市内に事業所等を有し、市内で事業を営む中小企業者等 

        ※補助金の交付は１事業所につき1回限り 

・対象経費 既存の事業用設備を省エネルギー設備に更新する事業に係る経費 

       ・更新した事業用設備に係る設計費、設備費及び工事費 

       ・既存の事業用設備に係る撤去費及び処分費 他 

       ※事業用設備の種別 

       ・空調設備 ・給湯設備 ・照明設備（ＬＥＤ等） ・換気設備 

       ・冷凍冷蔵設備（電気冷蔵庫、冷凍庫、冷凍機内蔵型ショー 

ケース等） ・産業用ボイラ（蒸気ボイラ、温水ボイラ） 

・電気設備 ・ガス設備 ・ＢＥＭＳ、ＦＥＭＳ※、測定器 

・補 助 率 対象経費の2分の1  

・補助上限 30万円 
※ＢＥＭＳ（ビルディング エネルギー マネジメント システム） 

 ＦＥＭＳ（ファクトリー エネルギー マネジメント システム） 

ビル等の建物内で使用する空調・照明機器等や工場内の機器等をICT（情報通信技術）などで一元化し、エネルギーの使

用と管理を高効率に行う機器やシステム。 

(2)申請受付期間 

令和6年４月～令和６年12月末 

(3)補助金総額 

20,000千円（財源）物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 10/10 

(4)実績 

    86件 19,086千円 執行率95.4% 



   

３．エネルギー・食料品価格等物価高騰対策について(市民の省エネ家電購入支援事業) 

エネルギー・食料品価格等の高騰の影響を受ける市民を対象に、省エネ家電の購入を支援し、

光熱費節減による経済負担の軽減のほか、エネルギー消費量の節減による家庭部門の脱炭素の取

組推進を図る。 
 
(1)事業概要 

・対 象 者 本市の住民基本台帳に記載されている者 

       ※補助金の交付は１世帯につき１回限り 

・対象経費 日本産業規格Ｃ9901に基づく省エネルギー基準達成率が100％以上の家電機器 

1台の購入費 

        ※省エネ家電の種別 

       ・エアコンディショナー ・電気冷凍冷蔵庫 ・電気冷凍庫  

・電気冷蔵庫 ・テレビジョン受信機 ・ＬＥＤ照明器具  

・補 助 率  ・市内店舗で購入の場合 対象経費の4分の1  

・市外店舗又は通信販売等で購入の場合 対象経費の5分の1 

・補助上限  ・市内店舗で購入の場合 5万円 

       ・市外店舗又は通信販売等で購入の場合 4万円 

(2)申請受付期間 

令和6年４月～令和６年６月末 

(3)補助金額 

20,000千円 (財源) 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 10/10 

  (4)実績 

    555件 20,031千円 執行率100% 

 

 

４．電気自動車用普通充電設備等導入事業 

  

カーボンニュートラルの実現に向けた施策の１つとして電気自動車普及のため充電インフラ設

備の拡充を推進するため、「電気自動車充電設備の整備の推進に関する連携協定」を令和６年７

月30日締結。本協定に基づき、以下のとおり事業を実施する。 

 

(1)協定締結の相手方  

Terra Charge株式会社 

(2)事業の概要 

・ＥＶ充電スタンドを、無償で公共用地に設置する。（国補助金を活用） 

 普通充電器（6kw が主流）、3時間で約40％充電可 

・充電に係る電気料金は一時的に施設の電気代に上乗せされるが、後に設置事業者より還元 

されるため、実質的な自治体の負担はゼロ。電気代は150円/ｈ 

・メンテナンス費用は事業者が負担。 

 

 

 



   

(3)その他  

   ・令和６年１0月に候補地８か所の現地調査を実施。 

   ・現地調査の結果を踏まえ詳細設計を実施し、令和７年度の補助金申請、採択を目指

す。 

 ・補助金申請は施設ごとに行い、採択された施設から順次工事に着手していく。 

 

 

５．講演会等の開催（連携金融機関と共催） 

   演 題 経営課題の解決とＣＮ両立を目指す 

    日 時 令和６年11月27日（水）15時～17時 

    講 師 株式会社フルハシ環境総合研究所  

代表取締役所長 浅井豊司（あさいとよし）氏 

    参加者 市内企業等 26社 27名 

        金融機関、市職員等 22名  合計49名 

 

  

６.地域循環共生圏の形成に向けた取組 

 

地域が美しい自然景観等の地域資源を最大限活用しながら自立・分散型の社会を形成しつつ、

地域特性に応じて、他地域と資源を補完し支え合うことにより、その活力が最大限発揮されるこ

とを目指す。 

(1)静岡県「ふじのくにフロンティア地域循環共生圏制度」の取組 

    2011 年に発生した東日本大震災の教訓と 2012 年の新東名高速道路の本県区間開通

を契機とし、本県の沿岸域と内陸域の均衡ある発展と、歴史や文化、自然等の地域

資源を活かした平時の産業振興や地域活性化と、有事に備えた社会基盤の強化とい

った地域課題の一体的解決を目指した取組 

圏域名 遠州灘沿岸地域循環共生圏（令和7年2月3日認定） 

  主 体 湖西市、御前崎市、牧之原市 

取 組 ①御前崎・牧之原エリアで創出した再エネ由来電力を湖西市の工業団地で

利用 

②電力使用料の一部を還元し、御前崎・牧之原エリアの藻場再生や砂浜保

全等を推進 

(2)遠州広域カーボンニュートラル自治体連絡会 

  遠州広域８市１町（湖西市、浜松市、磐田市、袋井市、掛川市、御前崎市、菊川市、牧之原市及

び森町）の首長により構成される遠州広域行政推進会議の意見を受け、遠州広域の各市町

相互の協力・連携関係を構築し、カーボンニュートラル政策の円滑な推進に資することを

目的に令和７年１月31日に設置 

 ・カーボンニュートラルに関する情報の共有 

・カーボンニュートラルに関する調査・研究 

・カーボンニュートラルに関する連携事業の推進 

・その他、目的達成に必要な事項 



   

(3)浜松地域CN推進研究会(湖西市、御前崎市、牧之原市) 

  カーボンニュートラルは国際的公約であり、行政及び産業界においてもその取組が強

く要請されている状況にあるため、その実現に向けて広域地域連携（共助）による産

官一体の取組を推進し地域循環型経済の実現を目指すことを目的に令和６年９月 24

日に設置 

       
 



環境審議会資料 

件名 

廃棄物対策課主要事業 

令和７年２月１７日 

環境部廃棄物対策課 

１ 環境センター焼却施設再稼働 

令和６年２月から焼却施設を再稼働し、令和６年度（１月末）の実績は焼却量

12,800 ㌧であります。 

焼却施設の再稼働により焼却熱で発生した蒸気を活用することで CO2 の削減が行え

ています。 

 

２ 新ごみ出しルールの対応 

令和６年４月からの新ごみ出しルー

ルでは、燃やせるごみに草木やプラ

マーク品が追加されたため、ごみス

テーションの容量不足が懸念されて

いました。 

これまで自治会と協力し新たなごみ

ステーションの設置を５箇所、容量

の増設を３０箇所実施し、現在は安

定したごみ収集が行われています。 

 

３ 充電式小型家電の対応 

燃やせないごみへの混入が続く充電

式小型家電による火災事故を防ぐた

め、令和７年４月から、乾電池の収

集日に充電式小型家電も出せるよう

にします。 

 
 

 

４ 笠子処分場拡張整備 

環境センターの焼却再開に伴い排出

される焼却灰を処分するため、令和

12 年までに埋立処分場の拡張整備を

行います。 

令和６年度は生活環境影響調査を実

施し、調査結果の縦覧を 3 月 4 日ま

で行っているところであります。 

令和７年度は地盤改良工事に着手し

ます。 

 

 

新処分場 

既設処分場 

購入電力の減少  

削減量 148 万 kWh 

815 ㌧-CO2 

重油消費量の減少  

削減量 17 万㍑ 

461 ㌧-CO2 



環境審議会資料 

件 名 

水道スマートメーターを活用した取組について 

令和7年2月17日 

環境部・水道課 

  

 １．時間帯別料金の実証実験 

   ・配水量のピークシフトを誘導し、水道施設の効率化及び省力化を図る。 

   ・需要特性に応じた料金設定により利用者の水利用のピークシフトに期待。 

   ・ひっ迫する電力需要のピークシフトなど社会生活全体への波及効果にも期 

待。 

   ・令和５年度・６年度に実証実験を行い、インセンティブ効果によるピーク

シフトの効果を確認した。引き続き実証実験を重ね、時間帯別料金の検討

を進める。 

 

 

 ２．フレイル検知の実証実験 

   ・水道の使用状況からフレイル(※)のリスクが高い高齢者かどうかを検知す 

る。（対象は、１．水道スマートメーター設置世帯、２．65 歳以上の１～

２人暮らしの世帯、３．介護認定を受けていない方、ですべての要件を満

たす世帯のうち、参加を希望する世帯） 

※フレイル……健康な状態と要介護状態の中間の状態で、身体機能障害に陥りや 

すい状態 

  ・早期のフレイル検知を可能とし、適切な支援を行うことで要介護状態への 

進行を防ぐ。 

   ・水道スマートメーターを設置している世帯で、サーラエナジー㈱とガスの

契約をしている世帯を対象に、ガスのスマートメーターを用いた実験も同

時に実施する 

 

 ３．水道検針票のＳＭＳ配信によるペーパーレスの取組 

   ・着実な情報提供・環境保全・業務効率化を目的に、検針票を紙からデジタ

ルへ変更 

   ・令和７年４月より水道料金改定に合わせ、検針票をＳＭＳによるデータ配

信にすると１検針（２か月）あたり 55 円（税込）の減額を実施。 

   ・令和７年１月末現在、約 3,800 件が登録されている。 

 

【以上】 



環境審議会資料 

 下水道課主要事業 
令和７年２月 17 日 

環境部  下水道課 

１．下水道事業概況（令和５年度末時点） 

現在、下水道課では全体計画区域面積 1,146ha のうち、856ha を事業計画区域とし整

備を進めています。 
 
 概況（令和５年度末時点） 

行政人口 57,793 人   

処理区域面積 586 ha   

整備延長 161 ㎞   

処理区域内人口 25,662 人   

普及率 44.4 ％   

接続済人口 21,471 人   

水洗化率 83.7 ％   

 

２．令和６年度の下水道工事実施状況 

 三ツ谷あけぼの地区、新所原地区等の市街化区域を中心に管渠工事を進めており、今

年度は約 1,550ｍの管渠を新たに設置しています。 
 
 ・三ツ谷あけぼの地区 L=859ｍ（三ツ谷公民館付近 他 3 件） 

 ・鷲津、古見地区   L=172ｍ（紀和産業付近 他 1 件） 

 ・新所原地区     L=519ｍ（新所原駅北側 他 2 件） 

 

３．処理場ストックマネジメント実施計画 

 湖西・新居浄化センターにつきましては、令和３年度から第一期更新計画として策定

した「ストックマネジメント実施計画」に基づき、湖西浄化センターの汚泥脱水設備及

び中央監視装置の更新工事や、汚泥処理棟及び管理棟の耐震補強工事を予定していま

す。※ 新居浄化センターの更新事業は、統廃合の検討中につき、現在休止中。 
 
【概要】 

 工事期間 ： 令和５年度～令和９年度 

 工事内容 ： 汚泥脱水設備機械更新工事：令和５年度～令和７年度 

        汚泥脱水系電気更新工事：令和５年度～令和７年度 

汚泥処理棟耐震工事：令和６年度～令和７年度 

管理棟耐震工事：令和８年度 

中央監視装置更新工事：令和８年度～令和９年度 

 

４．市内汚水処理の統一化、処理場カーボンニュートラルの検討 

 湖西市では、令和３年度において環境と経済の好循環による持続可能なまちづくりと

『職住近接』の実現に向け、湖西市ゼロカーボンシティを宣言しております。 

このため、湖西市ゼロカーボンシティ宣言の柱である「省エネルギーの推進と再生可

能エネルギー等の普及」として、前年度から 2 ヶ年に渡り、湖西浄化センターにおける

バイオガス発電及び市内汚水処理の統一化に向けた施設統廃合の可能性調査を、環境課

及び下水道課で実施しております。 

今後、事業の実効性や脱炭素への貢献度などから令和６年度末までに事業実施の有無

を決定する予定です。 
 
・バイオガス発電等再生可能エネルギー可能性調査業務委託（環境課発注） 

 ・施設統廃合等可能性調査業務委託（下水道課発注） 

以上 

 


